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１ 奨学制度（学生支援センター）  

奨学金制度は、勉学意欲がありながら、家計事情などにより勉学の継続が困難な状
況にある方のためにあるものです。 

日本学生支援機構奨学金（貸与）   

 １．奨学金の種別と貸与月額（2025年度現在） 

①  第一種奨学金（無利子） 

自宅通学  20,000円、30,000円、40,000円、53,000円 
自宅外通学 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円上
記の金額から選択できます。 
（なお、申込時における生計維持者の年収が一定額以上の方は、各区分の最高月額
以外の月額から選択することになります） 

②  第二種奨学金（有利子） 

貸与月額は20,000円から120,000円までの間で10,000円単位で額を選択できます。 

２．予約採用 

高校在学中に日本学生支援機構の予約採用が決定している学生は、入学後、期日ま
でに「奨学生採用候補者決定通知」を学生支援センターへ提出してください。期日ま
でに提出がなければ奨学生の資格を失います。 

３．在学採用 

①  毎年４月に全学年を対象に募集があり、年度によっては秋に追加募集が行われ

ます。 

②  ４月中に新規申込に関する案内がありますので、ご確認ください。 

③  主に家計基準、学力基準をもとに日本学生支援機構による審査があります。な

お、申込から採用まで約３〜４ヶ月かかります。 

④ 毎年継続願の手続きが必要です。手続きがなされない場合は次年度奨学金を受け

ることはできません。手続き等についてはユニパにて案内します。 

４．緊急採用（無利子）・応急採用（有利子） 

家計急変（生計維持者の失職・死亡、火災など）により奨学金が必要となった場
合、家計急変より１年以内である場合に限り、いつでも奨学金を申し込むことがで
きます。希望者は学生支援センターへ相談してください。 

５．奨学金の返還 

① 奨学金は貸与ですので原則、卒業後20年以内に返還しなければなりません。 

②  最終学年次生に対して奨学金の返還に関する案内がありますので、ご確認くだ

さい。 
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６．在学猶予 

高校在学中等に日本学生支援機構奨学生であった者が本学在学中の返還猶予を願い
出る場合、期日までにスカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出するか、所定の「在
学届」を学生支援センターへ提出してください。「在学届」は日本学生支援機構のホームページを
参照ください。 

日本学生支援機構奨学金（給付）   

１．奨学金の区分と給付月額（2025年度現在） 

 

①上表の区分は、世帯の所得金額に応じて決まります。 

②多子世帯については、生計維持者に扶養されている子ども（生計維持者よりも年長

でない者）が３人以上である世帯が対象となります。 

③上表のカッコ内の金額を給付されるのは、生活保護（扶助の種類を問いません）を

受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護

施設等から通学し、「自宅通学」扱いの人となります。 

④給付奨学金の支給対象の学生は、授業料等の減免も同時に受けることができます。

後述する「国の高等教育の修学支援新制度について」もご参照ください。 

 

２．予約採用 

世帯の所得金額

に 

基づく区分 

給付額〔月額〕 授業料等減免 

自宅通学 自宅外通学 
授業料減免 

(年額) 

入学金減免 

(入学時1回のみ) 

第Ⅰ区分 
38,300円 

(42,500円) 
75,800円 620,000円 250,000円 第Ⅰ区分 

（多子世帯） 

第Ⅱ区分 
25,600円 

(28,400円) 
50,600円 

413,400円 166,700円 

第Ⅱ区分 

（多子世帯） 
620,000円 250,000円 

第Ⅲ区分 
12,800円 

(14,200円) 
25,300円 

206,700円 83,400円 

第Ⅲ区分 

（多子世帯） 
620,000円 250,000円 

第Ⅳ区分 

（多子世帯に限

る） 

9,600円 

（10,700円) 
19,000円 620,000円 250,000円 

多子世帯 なし なし 620,000円 250,000円 
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高校在学中に日本学生支援機構の予約採用が決定している学生は、入学後、期日ま

でに「奨学生採用候補者決定通知」を学生支援センターへ提出してください。 

３．在学採用 

① 毎年４・10月に全学年を対象に募集があります。 

② ４・10月中に新規申込に関する案内がありますので、申込時期を逃さないよう

注意してください。 

③  主に家計基準、学力基準をもとに日本学生支援機構による審査があります。な

お、申込から採用まで約３〜４ヶ月かかります。 

４．家計急変採用 

家計急変（生計維持者の死亡、失職等）により奨学金が必要となった場合、事由が

生じてから3ヶ月以内である場合に限り、奨学金を申し込むことができます。希望者は

学生支援センターへ相談してください。 
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